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第２節　災害対策本部の非常配備態勢 

１　非常配備態勢 
（１）非常配備基準 

本部長は災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、次の基準により非常配備態

勢の指令を発し、災害対策本部及び各部・班の職員を配備する。 

【災害対策本部の非常配備基準】 

　　※南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震注意・巨大地震警戒）が発表された場合、　　　　 

職員は、連絡がとれる態勢を維持する。

 配備 
態勢 配備の時期 配備態勢 配備人員

 

警
戒
配
備
態
勢

１　南海トラフ地震臨時

情報（調査中）が発表さ

れたとき 

１　東京地方に震度５弱

以上の地震が発生した

とき（島しょを除く） 

２　その他本部長が必要

と認めたとき

１　情報を収集し、防

災体制を整える 

２　市内に災害が発生

した場合は速やかに

適切な措置をとる

・本部長（市長） 

・副本部長（副市長・教育長） 

・本部員 

・本部連絡員 

・本部事務局等 

・本部長からあらかじめ指示

された職員

 

第
一
次
非
常
配
備
態
勢

１　市内に震度５弱以上

の地震が発生したとき 

２　その他本部長が必要

と認めたとき

１　災害に対して直ち

に対処できる態勢 

２　事態の推移に伴い

第二次非常配備態勢

に移行しうる態勢　　

・本部長（市長） 

・副本部長（副市長・教育長） 

・係長職以上の職員 

・本部事務局等 

・本部長からあらかじめ指示

された職員 

・消防団（団長・副団長） 

・交通安全推進委員会（会

長・副会長）

 

第
二
次
非
常
配
備
態
勢

１　市内に震度６弱以上

の地震が発生したとき 

２　気象庁の発表にかか

わらず、市内に地震に

よる大規模な被害が発

生したとき、又は発生

するおそれがあるとき 

３　南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒・巨

大地震注意）が発表さ

れたとき

１　市の組織をあげて

災害対策に対処する

・本部長（市長） 

・副本部長（副市長・教育長） 

・全職員 

・消防団（団長・副団長） 

・交通安全推進委員会（会

長・副会長） 
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